
特集
高
ま
る
地
域
の「
信
託
」ニ
ー
ズ

地
域
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
地
方
創
生
へ
つ
な
げ
よ

信
託
戦
国
時
代
に
お
け
る

地
域
金
融
機
関
の
役
割

瓜
生
・
糸
賀
法
律
事
務
所

弁
護
士　

長
野
聡

世
代
を
超
え
て
顧
客
取
引
を
維
持
す
る
う
え
で
、
地
域
金
融
機
関
の
信
託
契
約
へ
の
関
与
（
免
許
取
得

に
限
ら
ず
）
は
必
至
と
い
え
る
。
企
業
や
個
人
ご
と
に
財
産
管
理
ニ
ー
ズ
の
個
別
性
は
高
く
、「
何
の

た
め
の
信
託
か
」
と
い
う
出
発
点
が
重
要
に
な
る
が
、
そ
の
把
握
は
元
来
、
地
域
金
融
機
関
の
得
意
分

野
で
あ
る
は
ず
だ
。
財
産
管
理
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
に
は
、
遺
言
、
任
意
後
見
、
一
般
社
財
団
法
人
な
ど

周
辺
制
度
と
組
み
合
わ
せ
た
ス
キ
ー
ム
作
り
、
そ
の
た
め
の
職
員
教
育
や
弁
護
士
、
司
法
書
士
な
ど
の

士
業
と
の
連
携
が
不
可
欠
と
な
る
。

　

明
治
維
新
以
来
３
・
５
倍
に
な
っ

た
人
口
が
等
角
度
で
減
少
し
、
２
０

１
８
年
の
死
亡
者
数
は
１
３
７
万
人

に
及
び
、
39
年
に
は
ピ
ー
ク
の
１
６

６
万
人
と
な
る
（
図
表
１
）。
認
知

症
患
者
は
激
増
し
、
金
融
機
関
の
窓

口
で
は
そ
の
対
応
が
待
っ
た
な
し
と

な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
支
援
す
る
本

部
の
支
店
サ
ポ
ー
ト
は
、
監
査
や
検

査
、
考
査
の
項
目
に
な
ろ
う
。

　

高
齢
化
と
戦
後
の
家
計
の
資
産
蓄

積
を
主
因
に
、
す
で
に
生
前
の
身
上

監
護
と
財
産
管
理
、
死
後
の
相
続
、

事
業
承
継
と
祭
祀
承
継
は
社
会
問
題

化
し
て
い
る
。
地
域
金
融
機
関
も
そ

の
影
響
を
免
れ
ず
、
基
盤
と
な
る
地

域
人
口
の
減
少
、
顧
客
の
高
齢
化
と

何
の
た
め
に

託
す
か
が
出
発
点

相
続
に
よ
る
預
金
流
出
へ
の
対
処
が

焦
眉
の
急
に
な
っ
て
い
る
。
預
金
・

貸
出
取
引
を
通
じ
た
顧
客
接
点
が
、

大
手
行
や
ネ
ッ
ト
銀
行
に
な
い
地
域

金
融
機
関
の
強
み
だ
と
す
れ
ば
、
そ

の
強
み
と
顧
客
の
悩
み
の
解
決
と
を

結
び
付
け
る
こ
と
が
、
直
面
す
る
経

営
課
題
解
決
の
早
道
で
あ
ろ
う
。
顧

客
の
悩
み
は
世
代
を
超
え
た
問
題
な

の
だ
か
ら
、
そ
の
解
決
は
世
代
を
超

え
た
取
引
の
維
持
発
展
の
礎
に
な
り

う
る
。

　

高
齢
に
な
り
、
自
分
で
自
身
の
身

上
や
財
産
管
理
が
で
き
な
く
な
っ
て
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も
命
は
続
く
。
そ
の
た
め
、
誰
か
に

「
託
す
」
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
顧

客
が
託
し
て
、
願
い
を
実
現
し
、
そ

の
状
態
を
続
け
る
た
め
の
制
度
と
し

て
は
、
後
見
や
代
理
、
財
産
管
理
に

限
れ
ば
「
信
託
」
の
活
用
な
ど
が
あ

る
。
託
し
方
は
個
人
、
企
業
に
よ
り

異
な
り
、
そ
の
人
の
生
き
方
そ
の
も

の
が
反
映
さ
れ
る
。
何
の
た
め
に

（
誰
に
・
何
を
・
ど
う
）
託
す
か
が

「
出
発
点
」
と
な
り
、
信
託
目
的
が

設
定
さ
れ
、
信
託
契
約
の
骨
格
、
受

託
者
の
責
任
範
囲
が
決
ま
る
。
そ
の

把
握
理
解
に
過
不
足
が
あ
り
、
意
図

と
異
な
る
と
か
え
っ
て
軋
轢
と
な
り
、

信
託
契
約
が
無
効
に
も
な
り
う
る
。

　

地
域
金
融
機
関
に
と
っ
て
信
託
免

許
は
、
出
発
点
が
あ
っ
た
う
え
で
顧

客
の
願
い
を
実
現
す
る
た
め
の
道
具

に
す
ぎ
な
い
。
出
発
点
が
な
い
と
顧

客
の
期
待
に
応
え
ら
れ
ず
、
評
判
を

落
と
す
リ
ス
ク
が
あ
る
。
逆
に
信
託

免
許
が
な
く
て
も
、
出
発
点
が
あ
れ

ば
免
許
保
有
主
体
と
協
業
す
る
こ
と

で
顧
客
の
願
い
を
実
現
で
き
る
。
信

託
戦
国
時
代
と
は
、
顧
客
を
知
る
、

顧
客
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
競
争

の
こ
と
で
あ
る
。

　

人
の
一
生
の
時
間
の
流
れ
を
見
る

と
（
図
表
２
）、
生
前
に
認
知
症
に

な
る
前
に
身
上
監
護
を
誰
が
す
る
の

か
、
財
産
管
理
を
誰
に
委
ね
る
の
か

を
決
め
て
お
く
こ
と
が
安
心
に
つ
な

が
る
。
身
上
監
護
の
法
的
な
肝
は
事

実
行
為
と
な
る
介
護
で
は
な
く
、
本

人
が
失
っ
た
行
為
能
力
を
補
う
成
年

後
見
で
あ
る
。
頼
れ
る
家
族
親
族
が

い
る
場
合
は
と
も
か
く
、
任
意
後
見

人
を
選
ぶ
こ
と
で
代
理
権
が
与
え
ら

れ
監
護
（
金
融
機
関
取
引
を
含
む
）

が
法
的
に
安
定
し
て
実
施
で
き
る
。

　

生
前
の
財
産
管
理
で
は
、
家
族
信

託
の
活
用
が
期
待
さ
れ
る
。
後
見
人

が
公
的
年
金
な
ど
信
託
不
可
の
財
産

管
理
を
行
う
一
方
、
受
託
者
（
親
族
、

弁
護
士
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
）
が
財
産
管

理
を
行
う
家
族
信
託
契
約
を
結
ぶ
こ

と
で
、
後
見
制
度
（
特
に
法
定
後

生
前
の
財
産
管
理
で
も

期
待
さ
れ
る
家
族
信
託

〔図表１〕 出生数と死亡数の推移（1900 ～ 2110年）

（出所） 　国立社会保障・人口問題研究所
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特集
見
）
で
は
受
益
が
認
め
ら
れ
に
く
い

受
益
者
（
本
人
に
限
ら
ず
広
く
扶
養

親
族
な
ど
）
の
た
め
に
財
産
管
理
と

運
用
が
で
き
る
。

　

死
後
の
財
産
承
継
は
遺
言
で
指
定

で
き
る
が
、
遺
言
は
相
続
人
全
員
の

合
意
で
異
な
る
扱
い
が
で
き
る
ほ
か
、

改
正
相
続
法
の
も
と
で
は
善
意
の
第

三
者
に
対
抗
で
き
な
く
な
る
。
こ
の

点
、
家
族
信
託
契
約
に
よ
り
、
世
代

を
超
え
て
、
生
前
死
後
の
長
期
に
わ

た
り
企
業
経
営
（
株
式
）
や
財
産
の

管
理
者
、
受
益
者
と
承
継
者
（
信
託

終
了
時
）
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

オ
ー
ナ
ー
経
営
者
の
３
世
代
・
４
世

代
の
支
配
株
式
承
継
（
自
社
株
承
継

信
託
）、
家
族
不
和
に
よ
る
法
定
相

続
以
外
の
財
産
承
継
、
自
活
で
き
な

い
子
弟
（
病
気
、
障
害
な
ど
）
の
た

め
の
収
入
確
保
と
財
産
管
理
、
法
定

相
続
人
以
外
に
財
産
を
役
立
て
て
ほ

し
い
、
と
い
っ
た
各
種
ニ
ー
ズ
な
ど

に
対
し
て
家
族
信
託
は
威
力
を
発
揮

す
る
。

　

地
域
金
融
機
関
の
役
割
は
、
第
１

に
、
出
発
点
で
あ
る
顧
客
の
さ
ま
ざ

ま
な
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
何
の
た
め

に
＝
信
託
目
的
、
誰
に
＝
受
託
者
、

何
を
＝
信
託
財
産
、
ど
う
＝
委
託
内

容
（
一
次
二
次
受
益
者
、
帰
属
権
利

者
な
ど
）
を
、
過
不
足
な
く
極
力
具

体
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
支
店
、
特
に
支
店
長
の

役
割
と
動
機
付
け
が
重
要
に
な
る
。

　

第
２
に
、
目
的
を
実
現
す
る
た
め

に
過
不
足
な
い
信
託
契
約
を
作
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
地
元
弁

護
士
を
育
成
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
。
目
的
と
整
合
的
に
終
了
事
由
、

受
託
者
の
交
代
、
必
要
な
ら
ば
受
益

者
の
代
理
人
な
ど
を
き
っ
ち
り
決
め

て
お
か
な
い
と
紛
争
の
原
因
に
な
り

か
ね
な
い
。

　

第
３
に
、
目
的
実
現
の
た
め
に
は
、

信
託
契
約
は
一
つ
の
パ
ー
ツ
に
す
ぎ

ず
、
関
連
制
度
も
あ
わ
せ
て
ス
キ
ー

ム
を
組
み
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
参
考
例
と
し
て
、
遠
藤
英
嗣
弁
護

士
の
提
唱
す
る
、
高
齢
者
の
判
断
能

力
の
低
下
な
ど
に
備
え
た
「
４
点
セ

ッ
ト
」
と
い
え
る
任
意
後
見
、
終
末

医
療
宣
言
（
子
ど
も
な
ど
終
末
医
療

を
受
け
る
か
ど
う
か
の
決
定
権
者
を

あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
く
）、
遺
言
、

家
族
信
託
契
約
な
ど
の
制
度
が
あ
る
。

加
え
て
、
社
団
・
財
団
の
法
人
制
度

を
信
託
の
代
わ
り
に
設
立
す
る
、
ま

た
優
良
受
託
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、

当
該
法
人
が
受
託
者
と
し
て
事
務
処

理
を
準
プ
ロ
に
委
ね
る
な
ど
の
工
夫

も
必
要
だ
。
こ
れ
ら
ス
キ
ー
ム
で
は
、

各
税
制
上
の
扱
い
も
慎
重
な
検
討
を

要
す
る
。
信
託
で
は
受
益
者
に
対
し

て
受
託
者
へ
の
実
質
的
な
価
値
移
転

分
に
つ
い
て
贈
与
課
税
さ
れ
る
ほ
か
、

委
託
者
に
譲
渡
所
得
税
も
課
さ
れ
る

（
な
お
、
受
託
者
が
一
般
社
団
法
人

の
場
合
、
理
事
構
成
な
ど
に
よ
り
非

営
利
型
法
人
に
も
な
り
う
る
）。

　

第
４
に
、
そ
の
契
約
内
容
を
生
活

視
点
で
実
現
で
き
る
よ
う
に
地
域
の

関
係
者
（
各
種
士
業
、
病
院
、
介
護

施
設
、
引
っ
越
し
片
付
け
業
、
不
動

産
業
な
ど
）
を
束
ね
、
サ
ー
ビ
ス
の

束
を
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
す
る
こ

と
（
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
機
能
）
で
あ

る
。
そ
の
差
配
は
本
部
の
仕
事
で
あ

る
。
こ
う
し
て
顧
客
の
悩
み
や
意
向

地
域
金
融
機
関
の
役
割

〔図表２〕 人の一生の時間の流れと関連するニーズ

（出所） 　筆者作成

人の一生 時間
病気 認知症 死亡

日常生活・身上 後見（任意、法定） 終末医療宣言 葬儀

財産管理 遺言（遺贈〈持分か個別財産〉） 相続・遺産分割協議 ─ 分割

家族信託契約

家の祭祀 祭祀継承
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を
把
握
し
、
解
決
す
る
ス
キ
ー
ム
を

作
れ
ば
顧
客
と
長
く
付
き
合
え
、
世

代
を
超
え
て
財
産
運
用
管
理
面
で
中

小
企
業
、
家
族
、
個
人
の
サ
ポ
ー
ト

を
行
う
と
い
う
安
心
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
地
域
へ
の
コ
ミ
ッ
ト

機
能
）。
こ
の
ほ
か
、
先
行
地
銀
で

は
預
金
貸
出
の
ほ
か
、
預
か
り
資
産

販
売
の
大
き
な
商
機
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
機
能
は
そ

れ
を
面
と
し
て
、
取
引
を
通
じ
た
地

方
創
生
に
つ
な
が
り
う
る
。

　

以
上
の
地
域
金
融
機
関
の
役
割
は
、

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
、
ス
キ
ー
ム
作

り
、
取
引
先
紹
介
な
ど
本
業
と
し
て

信
託
免
許
が
な
く
て
も
で
き
る
こ
と

が
多
い
。
受
託
者
の
た
め
の
信
託
口

口
座
開
設
も
で
き
る
。
終
了
事
由
確

認
な
ど
相
応
の
事
務
負
担
は
あ
る
が
、

検
討
中
の
日
弁
連
な
ど
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
は
一
定
の
目
安
に
な
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
金
銭
信
託
の
免
許
が

あ
れ
ば
、
本
体
で
付
随
業
務
と
し
て

遺
産
整
理
や
遺
言
執
行
が
で
き
、
顧

客
認
知
度
も
高
く
、
ス
キ
ー
ム
の
中

心
に
据
え
や
す
い
（
免
許
が
な
い
な

ら
ば
、
関
連
会
社
で
行
う
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
）。
も
ち
ろ
ん
、
免
許
の

本
丸
は
商
事
信
託
の
受
託
者
に
な
る

こ
と
で
あ
る
が
、
実
務
経
験
者
の
配

置
な
ど
不
動
産
・
商
事
信
託
免
許
要

件
を
満
た
す
の
は
難
し
く
、
ス
キ
ル

未
蓄
積
か
ら
専
業
信
託
銀
行
で
す
ら

自
社
物
件
以
外
の
受
託
は
少
な
い
。

ま
し
て
地
域
銀
行
で
受
託
者
に
な
る

例
は
、
信
託
勘
定
の
シ
ス
テ
ム
負
担

も
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ご
く
わ
ず
か

で
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
で
は
適
当

な
受
託
者
が
家
族
親
族
に
い
な
い
こ

と
も
多
く
、
家
族
民
事
信
託
だ
け
で

は
限
界
も
あ
る
。
今
後
地
域
へ
の
コ

ミ
ッ
ト
の
観
点
か
ら
は
不
動
産
・
商

事
信
託
こ
そ
、
次
の
主
戦
場
と
な
る

だ
ろ
う
。

　

信
託
業
務
展
開
に
あ
た
っ
て
は
注

意
点
も
あ
る
。
地
域
金
融
機
関
が
、

最
も
気
を
付
け
る
必
要
が
あ
る
の
は
、

第
１
に
、
特
定
の
家
族
を
応
援
す
る

と
家
族
内
の
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
る

可
能
性
が
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

紛
争
は
弁
護
士
に
任
せ
、
顧
客
の
思

い
の
実
現
に
自
ら
の
矩の
り

を
越
え
ず
に

尽
く
す
必
要
が
あ
る
。
世
代
を
超
え

て
専
門
家
を
束
ね
る
不
動
の
オ
ル
ガ

ナ
イ
ザ
ー
で
あ
る
こ
と
が
信
用
の
源

泉
に
な
る
。
第
２
に
、
与
信
が
あ
る

場
合
、
信
託
に
よ
り
責
任
財
産
で
な

く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
回
収
方
針
を

決
め
て
お
く
な
ど
工
夫
を
要
す
る
。

　

以
上
、
地
域
金
融
機
関
は
、
信
託

免
許
を
別
に
し
て
も
、
信
託
戦
国
時

代
を
生
き
抜
く
た
め
に
は
、
職
員
の

教
育
、
動
機
付
け
、
制
度
理
解
、
本

部
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
、
弁
護
士
な
ど

の
士
業
と
の
協
業
・
育
成
が
求
め
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
信
託
の
話
題
を
持

ち
出
す
場
合
、「
俺
が
死
ぬ
と
い
う

の
か
」
と
怒
る
顧
客
も
多
く
、
何
よ

り
顧
客
接
点
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
再
徹
底
が
必
要
で
あ
る
。

　

手
間
暇
か
か
る
が
、
収
入
は
ス
キ

ー
ム
組
み
上
げ
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
手
数
料
程
度
と
す
る
と
、
目
先
は

赤
字
と
な
ろ
う
。
財
産
比
例
と
し
て

も
設
定
水
準
は
大
手
行
の
よ
う
に
２

〜
３
％
も
取
れ
ま
い
。
し
か
し
、
顧

客
へ
の
関
連
与
信
、
預
り
資
産
販
売
、

世
代
を
超
え
た
取
引
、
地
域
取
引
先

の
オ
ル
ガ
ナ
イ
ズ
、
さ
ら
に
地
域
創

生
を
展
望
す
れ
ば
大
き
な
釣
り
が
く

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
手
間
暇
が

競
争
力
で
あ
り
、
大
手
行
や
ネ
ッ
ト

銀
が
絶
対
に
で
き
な
い
地
域
金
融
機

関
の
付
加
価
値
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
不
動
産
・
商
事

信
託
の
規
制
緩
和
は
、
手
足
を
縛
っ

た
金
融
再
編
と
な
ら
な
い
た
め
の
一

条
件
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

中
長
期
的
な

黒
字
化
の
た
め
に

な
が
の　

さ
と
し

86
年
日
本
銀
行
入
行
。
北
九
州
支
店

長
、
大
阪
支
店
副
支
店
長
、
地
域
金

融
担
当
審
議
役
等
を
経
て
18
年
３
月

か
ら
弁
護
士
。『
現
代
語
訳　

銀
行

業
務
改
善
隻
語
』（
18
年
近
代
セ
ー

ル
ス
社
。
訳
注
）、『
地
域
金
融
機
関

の
経
営
・
収
益
管
理
』（
19
年
中
央

経
済
社
。
第
2
章
「
地
域
金
融
機
関

の
経
営
課
題
と
一
処
方
箋
」
執
筆
）。
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